
​厚生労働大臣が定める掲示事項​

​(１) 入院基本料に関する事項​
​・ICU 病棟の看護配置​
​　当病棟では1日に9人以上の看護職員が勤務しております。​
​　時間ごとの配置は以下の通りです。​
​　職員一人当たりの受け持ち患者数​
​　8：30～16：30　2人以内　　16：30～0：00　2人以内　　0：00～8：30　2人以内​
​・SCU 病棟の看護配置​
​　当病棟では1日に6人以上の看護職員が勤務しております。​
​　時間ごとの配置は以下の通りです。​
​　職員一人当たりの受け持ち患者数​
​　8：30～16：30　3人以内　　16：30～0：00　3人以内　　0：00～8：30　3人以内​
​・Ｎ3 病棟の看護配置​
​　当病棟では1日に24人以上の看護職員が勤務しております。​
​　時間ごとの配置は以下の通りです。​
​　職員一人当たりの受け持ち患者数​
​　8：30～16：30　4人以内　　16：30～0：00　18人以内　　0：00～8：30　18人以内​
​・Ｎ4 病棟の看護配置​
​　当病棟では1日に12人以上の看護職員が勤務しております。​
​　時間ごとの配置は以下の通りです。​
​　職員一人当たりの受け持ち患者数​
​　8：30～16：30　5人以内　　16：30～0：00　26人以内　　0：00～8：30　26人以内​
​・Ｎ5病棟の看護配置​
​　当病棟では1日に23人以上の看護職員が勤務しております。​
​　時間ごとの配置は以下の通りです。​
​　職員一人当たりの受け持ち患者数​
​　8：30～16：30　4人以内　　16：30～0：00　18人以内　　0：00～8：30　18人以内​
​・Ｎ6病棟の看護配置​
​　当病棟では1日に20人以上の看護職員が勤務しております。​
​　時間ごとの配置は以下の通りです。​
​　職員一人当たりの受け持ち患者数​
​　8：30～16：30　5人以内　　16：30～0：00　16人以内　　0：00～8：30　16人以内​
​・S2病棟の看護配置​
​　当病棟では1日に8人以上の看護職員（看護師、准看護師）、1日に8人以上の看護補助者​
​　が勤務しております。​
​　時間ごとの配置は以下の通りです。​
​　職員一人当たりの受け持ち患者数​
​　看護職員​
​　8：30～16：30　8人以内　　16：30～0：00　47人以内　　0：00～8：30　47人以内​
​　看護補助者​
​　8：30～16：30　8人以内　　16：30～0：00　47人以内　　0：00～8：30　47人以内​
​・S3病棟の看護配置​
​　当病棟では1日に12人以上の看護職員が勤務しております。​
​　時間ごとの配置は以下の通りです。​
​　職員一人当たりの受け持ち患者数​
​　8：30～16：30　5人以内　　16：30～0：00　26人以内　　0：00～8：30　26人以内​



​・S4病棟の看護配置​
​　当病棟では1日に13人以上の看護職員が勤務しております。​
​　時間ごとの配置は以下の通りです。​
​　職員一人当たりの受け持ち患者数​
​　8：30～16：30　5人以内　　16：30～0：00　27人以内　　0：00～8：30　27人以内​
​・S5病棟の看護配置​
​　当病棟では1日に13人以上の看護職員が勤務しております。​
​　時間ごとの配置は以下の通りです。​
​　職員一人当たりの受け持ち患者数​
​　8：30～16：30　5人以内　　16：30～0：00　27人以内　　0：00～8：30　27人以内​
​・S6病棟の看護配置​
​　当病棟では1日に11人以上の看護職員が勤務しております。​
​　時間ごとの配置は以下の通りです。​
​　職員一人当たりの受け持ち患者数​
​　8：30～16：30　4人以内　　16：30～0：00　8人以内　　0：00～8：30　8人以内​

​（２）DPCに関する事項​
​　当院は平成20年4月1日より、DPCの包括入院料を算定しております。​
​　基礎係数：1.0451　機能評価係数Ⅱ：0.0604​
​　機能評価係数Ⅰ：0.3221​
​　　内訳：一般病棟入院基本料（急性期一般入院料１）：0.1034​
​　　　　　診療録管理体制加算１：0.0042​
​　　　　　急性期看護補助体制加算（25対１（看護補助者５割以上））：0.0587​
​　　　　　夜間急性期看護補助体制加算（夜間100対１）：0.0257​
​　　　　　夜間看護体制加算：0.0174​
​　　　　　看護職員夜間配置加算（看護職員夜間16対１配置加算１）：0.0171​
​　　　　　医療安全対策加算1：0.0029​
​　　　　　医療安全対策地域連携加算１：0.0017​
​　　　　　感染対策向上加算1：0.0245​
​　　　　　指導強化加算：0.001​
​　　　　　データ提出加算2のイ：0.0054​
​　　　　　検体検査管理加算（Ⅱ）：0.0026​
​　　　　　医師事務作業補助体制加算２（30対１補助体制加算）：0.0200​
​　　　　　紹介受診重点医療機関入院診療加算1：0.0240​
​　　　　　後発医薬品使用体制加算1：0.0026​
​　　　　　救急補正係数：0.0109​

​（３）施設基準に関する事項​
​　次の事項については、厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているとして、九州厚生局​
​　宮崎事務所に対して届出を行い、受理（承認）を得ております。​
​　＜基本診療料＞​
​　​​（１）一般病棟入院基本料（急性期一般入院料１）　​
​　（２）重症患者初期支援充実加算​
​　（３）療養病棟入院基本料（看護補助体制充実加算１（療養病棟入院基本料の注13））（経腸栄養管理加算）​
​　（４）報告書管理体制加算​
​　（５）救急医療管理加算　​
​　（６）後発医薬品使用体制加算１​
​　（７）超急性期脳卒中加算​
​　（８）データ提出加算(データ提出加算２、イ（医療法上の許可病床数が200床以上）)​



​　（９）診療録管理体制加算１​
​　（１０）入退院支援加算（入退院支援加算１）（総合機能評価加算）​
​　（１１）医師事務作業補助体制加算２（３０対１補助体制加算）​
​　（１２）認知症ケア加算１​
​　（１３）急性期看護補助体制加算（25対１（看護補助者５割以上））（夜間急性期看護補助体制加算（夜間　​
​　　　　　100対１））（夜間看護体制加算）（看護補助体制充実加算１）​
​　（１４）せん妄ハイリスク患者ケア加算​
​　（１５）看護職員夜間配置加算（看護職員夜間16対１配置加算１）​
​　（１６）排尿自立支援加算​
​　（１７）療養環境加算​
​　（１８）特定集中治療室管理料５​
​　（１９）重症者等療養環境特別加算​
​　（２０）脳卒中ケアユニット入院医療管理料​
​　（２１）療養病棟療養環境加算１​
​　（２２）回復期リハビリテーション病棟入院料１​
​　（２３）栄養サポートチーム加算​
​　（２４）地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２（地域包括ケア病棟入院料２）（看護​
​　　　　　職員配置加算）（看護補助体制充実加算１）​
​　（２５）医療安全対策加算１（医療安全対策地域連携加算１）​
​　（２６）緩和ケア病棟入院料２​
​　（２７）感染対策向上加算１（指導強化加算）​
​　（２８）看護職員処遇改善評価料３３​
​　（２９）患者サポート体制充実加算​
​　（３０）入院時食事療養（Ⅰ）／生活療養（Ⅰ）​
​　（３１）医療DX推進体制整備加算１​
​　（３２）リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算​
​＜特掲診療料＞​
​　（１）がん性疼痛緩和指導管理料（難治性がん性疼痛緩和指導管理料）​
​　（２）がん患者指導管理料イ​
​　（３）がん患者指導管理料ロ​
​　（４）がん患者指導管理料ハ​
​　（５）糖尿病透析予防指導管理料​
​　（６）二次性骨折予防継続管理料１​
​　（７）二次性骨折予防継続管理料２​
​　（８）二次性骨折予防継続管理料３​
​　（９）外来放射線照射診療料​
​　（１０）夜間休日救急搬送医学管理料の注３に規定する救急搬送看護体制加算（救急搬送　看護体制加算１）​
​　（１１）外来腫瘍化学療法診療料１（連携充実加算）（がん薬物療法体制充実加算）​
​　（１２）開放型病院共同指導料​
​　（１３）がん治療連携指導料​
​　（１４）外来排尿自立指導料​
​　（１５）薬剤管理指導料​
​　（１６）医療機器安全管理料１​
​　（１７）医療機器安全管理料２​
​　（１８）在宅療養後方支援病院​
​　（１９）遺伝学的検査の注１​
​　（２０）ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査(血液を検体とするもの)​
​　（２１）ウイルス・細菌核酸多項目同時検出​
​　（２２）検体検査管理加算（Ⅱ）​
​　（２３）脳磁図（その他のもの）​
​　（２４）脳脳波検査判断料１​
​　（２５）神経学的検査​
​　（２６）画像診断管理加算２​
​　（２７）ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影(６４列以上のマルチスライスＣＴ)​
​　（２８）ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影(ＭＲＩ（３テスラ以上）)​
​　（２９）抗悪性腫瘍剤処方管理加算​
​　（３０）外来化学療法加算１​
​　（３１）無菌製剤処理料​



​　（３２）心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）(初期加算・急性期加算）​
​　（３３）脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）(初期加算・急性期加算）​
​　（３４）運動器リハビリテーション料（Ⅰ）(初期加算・急性期加算）​
​　（３５）呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）(初期加算・急性期加算）​
​　（３６）がん患者リハビリテーション料​
​　（３７）硬膜外自家血注入​
​　（３８）ストーマ合併症加算​
​　（３９）歩行運動処置（ロボットスーツによるもの）​
​　（４０）脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術​
​　（４１）脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術​
​　（４２）仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術（便失禁）​
​　（４３）仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術（過活動膀胱）​
​　（４４）腹腔鏡下リンパ節群郭清術（側方）​
​　（４５）内視鏡的逆流防止粘膜切除術​
​　（４６）腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術（胆嚢床切除を伴うもの）​
​　（４７）腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術​
​　（４８）早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術​
​　（４９）膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術（経尿道）​
​　（５０）腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術​
​　（５１）腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術​
​　（５２）腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術​
​　（５３）腹腔鏡下仙骨膣固定術​
​　（５４）輸血管理料Ⅱ​
​　（５５）輸血適正使用加算​
​　（５６）人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算​
​　（５７）麻酔管理料（Ⅰ）​
​　（５８）麻酔管理料（Ⅱ）​
​　（５９）放射線治療専任加算​
​　（６０）外来放射線治療加算​
​　（６１）高エネルギー放射線治療​
​　（６２）画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）​
​　（６３）体外照射呼吸性移動対策加算​
​　（６４）定位放射線治療​
​　（６５）定位放射線治療呼吸性移動対策加算（定位放射線治療・その他のもの）​
​　（６６）病理診断管理加算１​
​　（６７）外来・在宅ベースアップ評価料（１）​
​　（６８）入院ベースアップ評価料５３​

​（５）食事療法に関する事項​
​　当院では、入院時食事療養（Ⅰ）、入院時生活療養（Ⅰ）の届け出を行っており、管理栄​
​　養士によって管理された食事を適時（夕食については午後6時以降）適温により提供して​
​　おります。​

​　​

​　​



​（６）明細書の発行状況に関する事項​
​　当院では平成26 年 2 月より、医療の透明化や診療を受けられる方への情報提供を積極的​
​　に推進していく観点から、領収書の発行と同時に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細​
​　書を患者さんに無料で発行しております。​
​　また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない患者さんにおかれましても、平成​
​　30 年 4 月 1 日より、明細書を無料で発行しておりますので会計窓口にてその旨をお申し​
​　付けください。​
​　明細書には使用した薬剤、検査等の名称など患者さまの大切な個人情報を記載しておりま​
​　す。その点をご理解いただき、取扱いには十分にご注意ください。​
​　なお、入院診療費にかかる明細書につきましては、入院診療費をお知らせする際、あわせ​
​　てお渡しいたします。​

​（７）保険外負担に関する事項​
​　当院では療養の給付と直接関係ないサービス等として認められるもの（患者様都合による​
​　購入等も含む）について、下記のご負担額を定めております。使用量又は使用回数に応じ​
​　た実費をご負担願います。​
​　​

​　​​※法改正等に伴い、金額が変更となる可能性がございます。予めご了承ください。​



​（８）保険外併用療養費に関する事項​
​　（１）初診の患者さんは、診療費以外に「選定療養費」として7,700円をご負担いただい​
​　　　　ております。なお、次の患者さんにつきましては「選定療養費」をご負担いただ　​
​　　　　く必要はありません。​
​　　　・他の病院、診療所（クリニック）からの紹介状(診療情報提供書)をお持ちの方​
​　　　・緊急の場合（救急車での搬送など）​
​　　　・生活保護法の医療扶助の対象となっている方​
​　　　・特定の疾患や障害などで、各種の公費負担を受給されている方、など​
​　（２）個室使用料（一日につき）​
​　　　・3,300円(S館4室)​
​　　　・4,400円(S館3室)　​
​　　　・5,500円(N館22室)　　​
​　　　・6,600円(N館4室)　​
​　　　・8,800円(N館11室,S館1室)　​
​　　　・16,500円(N館3室)​
​　（３）入院医療の必要性が低いが患者さんの事情により、180日を超えて入院（難病患者​
​　　　　等入院診療を算定する患者等を除く。)される患者さんにつきましては、180日を超​
​　　　　えた以後の入院料について、厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じた点数​
​　　　　につき1点を10円とした額に消費税を加えた金額を徴収させていただきます。​
​　　　　入院期間が180日を超える入院　一日につき　2,532円​
​　（４）治験について​
​　　　　当院では、治験を行っております。​
​　　　　詳細については治験コーディネーターよりご説明いたします。​

​（９）外来腫瘍化学療法診療料１について​
​　外来で化学療法を受けられている患者さんに対して以下の対応を行っております。​
​　・専任の医師、看護師または薬剤師を院内に常時 1 名以上配置し、本診療科を算定して​
​　　いる患者さんからの緊急の相談に24 時間対応出来る体制を整備しています。​
​　・急変時等の緊急時に、患者さんが入院出来る体制を確保しています。​
​　・実施される化学療法のレジメン（治療内容）の妥当性を評価し、承認する委員会を開催​
​　　しています。​

​（１０）がん性疼痛緩和指導管理料難治性がん性疼痛緩和指導管理加算について​
​　当院では、がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックを患者さんに​
​　提供できる体制を有しています。​



​（１１）医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術​
​　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年間手術件数は2025年１年間の実績です​


